[image: ][image: ]大田区コミュニティバス「たまちゃんバス」の運賃改定に関する意見募集について
　大田区コミュニティバス「たまちゃんバス」は、駅やバス停から離れた交通不便地域の改善を図るために平成21年度から試行運行を開始し、令和元年７月に本格運行へ移行後、令和６年５月にEVバスを導入し、現在に至っています。地域の足である「たまちゃんバス」は地域の皆さまが中心となって「つくり」「守り」「育てる」地域交通です。４年連続で収支率５０％未達成となった場合には、休廃止等の判断を行う運行継続条件を定めており、「たまちゃんバス」の運行を継続していくためには、地域の皆さまのご協力が欠かせません。
１　意見募集の趣旨
[bookmark: _Hlk214525081]「たまちゃんバス」の安定的な継続運行を維持していくための運賃改定案について、道路運送法第９条第５項の規定に基づき、区民の皆さまからのご意見を募集いたします。
２　意見募集期間
　　令和７年12月23日（火）から令和８年１月23日（金）まで
３　意見提出方法
　　以下のいずれかの方法で「意見」をご提出ください。匿名による意見提出はお受けできません。ご意見は電子申請、郵送、FAXでお寄せ頂くか、直接お持ちください。
下記いずれの場合も１月23日（金）必着です。電子申請はこちら
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　①電子申請サービス（LoGoフォーム）にアクセスし提出
　　以下のいずれかの方法でアクセスできます。
　　方法１：右記の電子申請用二次元コードを読み取る。
　　方法２：以下のＵＲＬを入力
https://logoform.jp/form/8BrJ/1298294　　
方法３：区ホームページからアクセスする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【トップページ⇒募集一覧⇒大田区コミュニティバス「たまちゃんバス」の運賃改定に関する意見募集について
　②郵送
　　〒144-8621　大田区蒲田5-13-14
　　大田区役所 まちづくり推進部 都市計画課 公共交通・臨海部担当　宛
　③ＦＡＸ
　　03-5744-1530
　大田区役所 まちづくり推進部 都市計画課 公共交通・臨海部担当　宛
④窓口へ直接持参
　　大田区役所本庁舎７階北側２０番窓口　都市計画課
　　平日　8：30～17：00の間にお持ちください。
　　土曜日、日曜日、祝日及び12月27日（土）から1月4日（日）は受付できません。
４　意見の取扱いについて
　・いただいた意見は、原則公表させていただきます。（お名前、ご住所等は公表いたしません。）
　・個人情報につきましては、意見募集の目的以外では使用せず適切に取扱います。
　・いただいた意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
５　お問い合わせ先
大田区まちづくり推進部 都市計画課 公共交通・臨海部担当
電話　03-5744-1303　※平日の8：30～17：00まで
FAX　03-5744-1530

【意見提出用紙】
大田区コミュニティバス「たまちゃんバス」の運賃改定に関する意見募集について
	１　すべての方

	
	お名前【必須】
※法人等の場合は名称及び代表者氏名
	

	
	ご住所【必須】
※法人等の場合は区内に存する事務所等の所在地
	

	２　区外にお住まいの方は、以下のいずれかをご記入ください

	
	（1） 区内に勤務・通学されている場合
勤務先又は通学先名称・住所

	名称：
住所：

	
	（2） 区内に勤務・通学されていない場合
利害を有する理由

	例：区内に土地・建物を所有しているため

	
	　意見記入欄【必須】
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